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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第143期

第３四半期
連結累計期間

第144期
第３四半期
連結累計期間

第143期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (百万円) 14,660 17,050 19,688

経常利益 (百万円) 1,251 1,124 1,114

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(百万円) 764 720 581

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,797 843 2,169

純資産額 (百万円) 21,392 22,353 21,781

総資産額 (百万円) 25,791 29,216 29,442

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 47.96 45.13 36.45

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 47.65 44.86 36.22

自己資本比率 (％) 82.7 76.2 73.7
 

 

回次
第143期

第３四半期
連結会計期間

第144期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 8.04 14.08
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

(デンタル関連事業)

平成27年４月１日付けでMerz Dental GmbHの全株式を取得したため、連結子会社にしております。また、同日付で

松風バイオフィックス株式会社を設立しております。

この結果、平成27年12月31日現在では、当社グループは、当社、子会社13社及び非連結子会社２社により構成され

ることとなりました。
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第２ 【事業の状況】
　

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来の見通しにかかわる記述については、当四半期報告書提出日現在において入手可能な情報に基づき当社

グループが判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31日まで)におけるわが国経済は、政府の経済

政策や日銀の金融緩和を背景に企業収益や雇用情勢が改善するなど、緩やかな回復傾向で推移いたしました。し

かしながら、中東情勢の緊迫化や中国をはじめとする新興国経済の減速懸念など、景気の先行き不透明感を払拭

できない状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、新たに当社グループに加わっ

たMerz Dental GmbHの売上げが貢献したことなどから、17,050百万円と前年同期比2,390百万円(16.3%)の増収と

なりました。売上高に含まれる海外売上高は、7,098百万円(対売上高41.6%)と前年同期比2,618百万円(58.4%)の

増収となりました。

　利益面では、Merz Dental GmbHの子会社化に伴う費用の増加などにより、販売費及び一般管理費が前年同期比

1,493百万円(21.0%)増加したため、営業利益は1,202百万円と前年同期比4百万円(0.3%)の減益となりました。さ

らに為替の影響などにより営業外損益が悪化したため、経常利益は1,124百万円と前年同期比126百万円(10.1%)の

減益となりました。特別損益に投資有価証券売却損益や、ネイル関連事業において発生した製品自主回収関連費

用等を計上した結果、税金費用を差し引いた親会社株主に帰属する四半期純利益は720百万円と前年同期比44百万

円(5.8%)の減益となりました。

　

セグメントの業績

① デンタル関連事業

国内では、前連結会計年度に引き続きデジタル口腔撮影装置「アイスペシャルC-Ⅱ」や光重合型歯冠用硬質レ

ジン「ソリデックス ハーデュラ」などが好調に推移しましたが、前期好調であったCAD/CAM関連器械の需要が一

巡したこともあり、前年同期比減収となりました。海外では、北米・中南米や欧州、中国で堅調に推移し、さら

にMerz Dental GmbHの売上げが貢献したことにより、前年同期比増収となりました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、15,589百万円と前年同期比2,271百万円(17.1%)の増収

となりましたが、連結子会社の追加などにより販売費及び一般管理費が増加したため、営業利益は 1,159百万円

と前年同期比36百万円(3.1%)の減益となりました。

　

② ネイル関連事業

ネイル関連事業は、国内において価格競争の激化が続き、厳しい市場環境となっております。このような状況

のもと、国内では主力製品LEDジェル「Presto」の一部自主回収を実施した影響により、前年同期比減収となりま

した。一方海外では、アメリカや台湾を中心とするアジア地域において、LEDジェル「Presto」の売上げが好調に

推移いたしました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、1,399百万円と前年同期比121百万円(9.5%)の増収とな

り、営業利益は18百万円と黒字に転じ、前年同期比32百万円の増益となりました。

 
③ その他の事業

当社グループの株式会社松風プロダクツ京都において、歯科用研磨材の生産技術を応用し、工業用研磨材を製

造販売しております。当第３四半期連結累計期間の売上高は、61百万円と前年同期比3百万円(5.3%)の減収とな

り、営業利益は17百万円と前年同期比0.5百万円(3.1%)の増益となりました。
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(2) 財政の状況

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ225百万円減少し、29,216百万円となりまし

た。

　資産は主に、現金及び預金が減少しております。

　負債は、前連結会計年度末に比べ797百万円減少し、6,863百万円となりました。短期借入金の減少が主な要因

であります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ571百万円増加し、22,353百万円となりました。利益剰余金が増加したこと

が主な要因であります。

　以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.5ポイント上昇し、76.2%となりました。

 
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に定める事項）は次のとおりです。

　

Ⅰ 基本方針の内容

当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて

当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものである

と考えます。

しかし、歯科器材の国際的メーカーである当社の経営においては、当社の有形無形の経営資源、将来を見据え

た施策の潜在的効果、そして世界の歯科医療に貢献し、このことを通じて人々の「健康」と「美」に貢献すると

いう当社に与えられた社会的使命、それら当社グループの企業価値を構成する要素等への理解が不可欠であり、

これらを継続的に維持、向上させていくためには、当社グループの企業価値の源泉等を機軸とした中長期的な視

野を持った取組みが必要不可欠であると考えております。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者により

こうした中長期的視点に立った施策が実行されない場合、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益や当

社グループに関わる全てのステークホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。

当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めておりますもの

の、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかなど大規模

買付者による大規模買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に適切にご判断いただくためには、買付者及び当

社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考

えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為が当社グループに与える影響や、買付者が考える当社グループの経

営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株

式の継続保有を検討するうえで重要な判断材料となると考えます。

　

Ⅱ 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取

組み

当社は、基本方針の実現に資する特別な取組みとして、創立100周年を迎える10年後の“あるべき姿“を見据

え、その実現に向けて、欧米を中心とした先進国市場や、経済成長に伴う生活水準の向上が期待される新興国市

場の需要を取り込むべく、経営資源を海外へシフトし、海外事業の拡大を軸に取り組んでまいります。具体的に

は、「中期経営計画」を策定し、①地域の需要・ニーズに適合した新製品の開発、②生産拠点の再配置、海外生

産の拡大、③販売網・販売拠点の整備及び構築、④海外展開を積極的に進めるための人材育成、確保といった施

策を通じて、企業価値ひいては株主共同の利益の向上につなげることを目指しております。

また、激しい企業環境の変化に迅速に対応し、責任の明確化を図り、機動性を確保することを目的として、平

成23年６月の株主総会において取締役の員数を13名から７名に変更しております。また、業務執行に関する意思

決定のスピードを速めるため、執行役員制度を新設するなど、コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けて取

組んでおります。
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Ⅲ 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み

当社は、平成25年５月13日開催の取締役会において、Ⅰで述べた会社支配に関する基本方針に照らし、「当社

株券等の大規模買付行為への対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）を継続することを決議いたしまし

た。

本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又

は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付け等

の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。

かかる買付行為を以下「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を以下「大規模買付者」といいま

す。）が行われる場合に、①大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報

を事前に提供し、②当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ③取締役会又は株主総会が新株予約権

の発行等の対抗措置の発動の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルー

ルの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行

為を新株予約権の発行等を利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上さ

せることを目的とするものです。

当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に大規模

買付者及び大規模買付行為の概要並びに大規模買付ルールに従う旨が記載された意向表明書を提出することを求

めます。さらに、大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リ

ストに基づき株主の皆様の判断及び当社取締役会の意見形成のために必要な情報の提供を求めます。

次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必要情報の提供を

完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）又は90日間

（その他の大規模買付行為の場合）（最大30日間の延長がありえます。）を取締役会による評価、検討、交渉、

意見形成、代替案立案のための期間とし、当社取締役会は、当該期間内に、外部専門家等の助言を受けながら、

大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、後述の企業価値検討委員会の勧告を最大限尊重した上

で、当社取締役会としての意見を取りまとめて公表します。また、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者

との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての代替案を提示することもあり

ます。

当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための諮問機関と

して、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者の中から

選任された委員からなる企業価値検討委員会を設置し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないため対抗

措置を発動すべきか否か、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められ

るため対抗措置を発動すべきか否か、対抗措置の発動の可否につき株主総会に諮るべきか否か等の本対応方針に

係る重要な判断に際しては、企業価値検討委員会に諮問することとします。企業価値検討委員会は、①大規模買

付者が大規模買付ルールを遵守しないため対抗措置発動を勧告した場合、②大規模買付者による大規模買付行為

が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため対抗措置発動を勧告した場合、及び

③大規模買付者による大規模買付行為ないしその提案内容の評価、検討の結果、対抗措置の不発動を勧告した場

合を除き、新株予約権の発行等の対抗措置の発動の可否につき株主総会に諮るべきである旨を当社取締役会に勧

告します。

当社取締役会は、株主総会決議に従って、又は取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がな

い限り企業価値検討委員会の前述の勧告を最大限尊重し、新株予約権の発行等の対抗措置の発動又は不発動に関

する会社法上の機関としての決議を遅滞なく行います。対抗措置として新株予約権の発行を実施する場合には、

新株予約権者は、当社取締役会が定めた１円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式

を取得することができるものとし、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が認められないという

行使条件や当社が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得

条項等を付すことがあるものとします。また、当社取締役会は、当社取締役会又は株主総会が対抗措置の発動を

決定した後も、対抗措置の発動が適切でないと判断した場合には、企業価値検討委員会の勧告を最大限尊重した

上で、対抗措置の発動の変更又は停止を行うことがあります。当社取締役会は、前述の決議を行った場合は、適

時適切に情報開示を行います。
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本対応方針の有効期限は、平成25年６月26日開催の定時株主総会においてその継続が承認されたことから、当

該定時株主総会の日から３年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、

以後も同様とします。なお、本対応方針の有効期間中であっても、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向

上の観点から、関係法令の整備や、金融商品取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、本対

応方針の変更を行うことがあります。

な お 、 本 対 応 方 針 の 詳 細 に つ い て は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ ア ド レ ス

http://www.shofu.co.jp/ir/）に掲載する平成25年５月13日付プレスリリースをご覧下さい。

 

Ⅳ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

Ⅱに記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資

する特別な取組みは、Ⅱに記載した通り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための具体的方

策であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。

また、Ⅲに記載した本対応方針も、Ⅲに記載した通り、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる

ために導入されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿う

ものです。特に、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として企業価値検討委員会を設置し、対抗措置

の発動・不発動の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、企業価値検討委員会が株

主総会に諮る必要がないと判断する限定的な場合を除き、原則として株主総会決議によって対抗措置の発動の可

否が決せられること、本対応方針の有効期間は３年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただく

こととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業価

値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありませ

ん。

 

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間は研究開発費として、1,079百万円を投入いたしました。

なお、当第３四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 64,000,000

計 64,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 16,114,089 16,114,089 東京証券取引所市場第一部
単元株式数は100株
であります。

計 16,114,089 16,114,089 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成27年10月１日～
平成27年12月31日

－ 16,114 － 4,474 － 4,576
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日である平成27年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

   平成27年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

132,700
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

15,960,700
159,607 ―

単元未満株式
 

普通株式 20,689
 

― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 16,114,089 ― ―

総株主の議決権 ― 159,607 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式79株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成27年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社松風

京都市東山区福稲上高松
町11番地

132,700 ― 132,700 0.82

計 ― 132,700 ― 132,700 0.82
 

(注) 当第３四半期会計期間末の自己株式数は、132,879株であります。

 

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成27年10月１日から平成

27年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,724 4,250

  受取手形及び売掛金 2,673 2,730

  有価証券 36 85

  商品及び製品 3,484 4,067

  仕掛品 674 850

  原材料及び貯蔵品 781 971

  その他 3,333 1,148

  貸倒引当金 △81 △86

  流動資産合計 15,625 14,017

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 7,705 8,131

    減価償却累計額 △4,402 △4,800

    建物及び構築物（純額） 3,302 3,330

   その他 8,232 9,182

    減価償却累計額 △5,018 △5,663

    その他（純額） 3,213 3,518

   有形固定資産合計 6,516 6,849

  無形固定資産   

   のれん - 683

   その他 229 1,103

   無形固定資産合計 229 1,787

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,278 5,139

   退職給付に係る資産 1,065 1,085

   その他 735 346

   貸倒引当金 △8 △9

   投資その他の資産合計 7,070 6,561

  固定資産合計 13,816 15,198

 資産合計 29,442 29,216
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 660 672

  短期借入金 ※  3,000 -

  1年内返済予定の長期借入金 8 255

  未払法人税等 136 97

  役員賞与引当金 60 32

  その他 1,645 1,688

  流動負債合計 5,510 2,745

 固定負債   

  長期借入金 111 1,860

  退職給付に係る負債 106 106

  その他 1,933 2,150

  固定負債合計 2,150 4,117

 負債合計 7,660 6,863

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,474 4,474

  資本剰余金 4,576 4,576

  利益剰余金 10,102 10,532

  自己株式 △146 △122

  株主資本合計 19,007 19,461

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,082 2,178

  為替換算調整勘定 340 388

  退職給付に係る調整累計額 271 243

  その他の包括利益累計額合計 2,693 2,811

 新株予約権 72 67

 非支配株主持分 8 13

 純資産合計 21,781 22,353

負債純資産合計 29,442 29,216
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

 【四半期連結損益計算書】

 【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 14,660 17,050

売上原価 6,338 7,238

売上総利益 8,322 9,811

販売費及び一般管理費 7,116 8,609

営業利益 1,206 1,202

営業外収益   

 受取利息 10 6

 受取配当金 57 60

 会費収入 96 86

 為替差益 73 -

 その他 57 75

 営業外収益合計 295 228

営業外費用   

 支払利息 0 11

 売上割引 123 124

 当社主催会費用 114 111

 その他 10 58

 営業外費用合計 249 305

経常利益 1,251 1,124

特別利益   

 固定資産売却益 12 21

 投資有価証券売却益 - 35

 特別利益合計 12 56

特別損失   

 減損損失 144 -

 投資有価証券売却損 - 25

 製品自主回収関連費用 - 51

 特別損失合計 144 76

税金等調整前四半期純利益 1,119 1,105

法人税等 354 378

四半期純利益 764 726

非支配株主に帰属する四半期純利益 - 5

親会社株主に帰属する四半期純利益 764 720
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 【四半期連結包括利益計算書】

 【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 764 726

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 768 96

 為替換算調整勘定 284 48

 退職給付に係る調整額 △19 △27

 その他の包括利益合計 1,032 116

四半期包括利益 1,797 843

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,797 838

 非支配株主に係る四半期包括利益 - 4
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間において、株式を取得し連結子会社としたMerz Dental GmbH及び新規設立した松風バ

イオフィックス株式会社をそれぞれ連結の範囲に含めております。

(2) 変更後の連結子会社の数

13社
 

 

(会計方針の変更等)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として

計上する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫

定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財

務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株

主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連

結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

なお、当第３四半期連結累計期間において四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。
 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

税金費用の計算  当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を

計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

   ※コミットメントライン契約

当社は、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築するため、取引金融機関４行とコミットメントライン契約を締

結しています。

これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりです。

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

コミットメントラインの総額 4,000百万円 4,000百万円

借入実行残高 3,000百万円 －百万円

差引残高 1,000百万円 4,000百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、

次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

減価償却費 553百万円 740百万円

のれんの償却額 -百万円 42百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月12日
取締役会

普通株式 159 10.00 平成26年３月31日 平成26年６月５日 利益剰余金

平成26年11月５日
取締役会

普通株式 127 8.00 平成26年９月30日 平成26年11月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

     該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月14日
取締役会

普通株式 159 10.00 平成27年３月31日 平成27年６月４日 利益剰余金

平成27年11月４日
取締役会

普通株式 127 8.00 平成27年９月30日 平成27年11月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

     該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

デンタル
関連事業

ネイル
関連事業

その他の
事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 13,318 1,277 64 14,660 ― 14,660

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 0 4 4 △4 ―

計 13,318 1,277 69 14,665 △4 14,660

セグメント利益又は損失(△) 1,195 △13 17 1,199 6 1,206
 

(注) １ セグメント間取引消去によるものであります。

２ セグメント利益又は損失(△)は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「デンタル関連事業」及び「その他の事業」セグメントにおいて、連結子会社株式会社松風プロダクツ京都の本社

移転に伴い、処分予定の旧本社の土地及び建物等について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間において「デンタル関連事業」セグメント125百万円、

「その他の事業」セグメント19百万円であります。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

デンタル
関連事業

ネイル
関連事業

その他の
事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 15,589 1,399 61 17,050 ― 17,050

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 0 4 4 △4 ―

計 15,589 1,399 65 17,055 △4 17,050

セグメント利益 1,159 18 17 1,195 6 1,202
 

(注) １ セグメント間取引消去によるものであります。

２ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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２．報告セグメントごとの資産に関する情報

（子会社の取得による資産の著しい増加）

第１四半期連結会計期間において、Merz Dental GmbHの株式を取得し、連結の範囲に含めたことにより、前連結

会計年度の末日に比べ、「デンタル関連事業」のセグメント資産が2,096百万円増加しております。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

「デンタル関連事業」セグメントにおいて、第１四半期連結会計期間にMerz Dental GmbHの株式を取得し、連結

の範囲に含めたことによるのれんの増加額は、当第３四半期連結累計期間においては683百万円であります。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 47.96円 45.13円

    (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 764 720

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

764 720

   普通株式の期中平均株式数(千株) 15,949 15,974

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 47.65円 44.86円

    (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する
四半期純利益調整額(百万円)

― ―

   普通株式増加数(千株) 103 97

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

平成27年11月４日開催の取締役会において、第144期の中間配当に関し、次のように決議いたしました。

① 配当金の総額                                    127百万円

② １株当たりの金額                                  8円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日     平成27年11月30日

(注) 平成27年９月30日最終の株主名簿に記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、支払いを行っておりま

す。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年２月12日

株式会社 松 風

取締役会  御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   梅   原     隆      印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   柴   田   芳   宏  印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社松風の

平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成27年10月１日から平成27年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社松風及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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